
稲NEWS
かわら版 No.65

いなとみ修二
いなとみ修二 ラインアカウント
（日常の活動をお知らせします）

衆議院議員
福岡2区（中央区・城南区・南区）

電 話

F A X

メール

092 - 557 - 8 501

092 - 5 57 - 8 515

in fo@ ina tomi . jp

受付・申込窓口はこちら→
（立憲民主党福岡県第2区総支部）

【チラシ配布ボランティアのお願い】
チラシをご近所に50枚～配布して頂ける方を大募集しております。
ご協力頂ける場合は、事務所までご連絡をよろしくお願いいたします。

主に、チラシ折り、封入作業などの作業です。
和気あいあいとした活動です。ぜひお気軽にお立寄りください。

東京大学法学部卒業／丸紅株式会社／松下政経塾17期生／コロンビア大学院（米国）
修了／現在衆議院議員３期目 〈所属委員会〉財務金融委員会野党筆頭理事、政治倫理
審査会幹事  〈党役職〉党税制調査会事務局長・航空政策議員フォーラム事務局長
【趣味】ランニング（福岡マラソン完走！）  【好物】ラーメン（かた）・うどん（やわ）

いなとみ修二 プロフィール

いなとみ修二事務所／立憲民主党福岡県第2区総支部
福岡市南区野間4-1-35-107　電話：092-557-8501　メール：info@inatomi.jp

討議資料

【無料法律相談】（立憲民主党福岡県第2区総支部主催）
弁護士による無料法律相談を開催します。
1回30分（秘密厳守）です。お気軽にご相談ください。
「借金・貸付」、「消費者被害」、「労働」、「交通事故・損害賠償」、 
「相続・遺言」、「成年後見」、「夫婦・男女」など

大募集!!
事務所ボランティア

日時：毎週金曜日 13時～16時
場所：いなとみ修二事務所

◎
6
月
18
日
、舞
鶴
公
民
館
で
の
国
政
報
告
会
に
て
、ご
質
問
に
答
え
る
。

「
減
税
は
ア
ピ
ー
ル
、増
税
は

ス
テ
ル
ス
」の
岸
田
政
権
。



ぜひご意見をお寄せください　    shuji@inatomi.jp

　

こ
ん
に
ち
は
、
い
な
と
み
修
二
で
す
。
色
鮮
や
か
な
紫
陽
花
が
咲
く
季
節
と
な

り
ま
し
た
が
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

一
人
４
万
円
の
定
額
減
税
が
６
月
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ

る
税
金
が
４
万
円
少
な
く
な
り
ま
す
。
減
税
は
一
回
限
り
で
す
。
こ
の
減
税
額
を

給
与
明
細
に
明
記
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
給
与
所
得
者
数
約

5
3
0
0
万
人
分
の
給
与
明
細
を
、
実
務
担
当
の
約
3
6
0
万
社
が
変
更
す
る
膨
大

な
事
務
作
業
で
す
（
数
字
は
令
和
3
年
）。
納
税
に
か
か
る
「
事
務
コ
ス
ト
」
を
軽

く
考
え
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
会
社
員
時
代
、
こ
の
仕
事
に
関
わ
っ
て

い
ま
し
た
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
も
こ
の
事
務
コ
ス
ト
が
問
題
な
の
で
す
。
日
本
は

他
の
申
告
制
度
の
国
と
は
異
な
り
、
源
泉
徴
収
と
年
末
調
整
な
ど
徴
税
の
大
部
分

を
企
業
が
担
っ
て
い
る
た
め
事
務
的
な
コ
ス
ト
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
保
険
料
負
担
増
、
防
衛
増
税
は
す
で
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、「
増
税

も
給
与
明
細
に
書
く
の
か
」
と
問
わ
れ
た
岸
田
総
理
は
、
明
記
す
る
と
答
弁
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
さ
に
「
減
税
は
ア
ピ
ー
ル
、
増
税
は
ス
テ
ル
ス
（
隠
密
）」
で
す
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
定
額
減
税
の
一
体
措
置
に
は
6
兆
円
も
の
税
金
が
使
わ
れ
ま
す
。

消
費
税
2
％
分
に
相
当
し
ま
す
。
使
い
道
は
、
事
務
コ
ス
ト
を
低
く
抑
え
る
た
め

に
も
、
４
万
円
を
「
給
付
」
し
た
ほ
う
が
い
い
。
あ
る
い
は
、
消
費
減
税
や
ガ
ソ

リ
ン
減
税
に
使
う
な
ど
、
も
っ
と
消
費
者
に
実
感
で
き
る
対
策
に
す
べ
き
で
し
た

（
か
わ
ら
版
58
号
で
も
指
摘
）。

　

政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
た
め
に
税
金
を
使
う
の
で
は
な
く
、
事
務
コ
ス
ト

を
少
な
く
し
て
、
よ
り
効
果
的
な
税
金
の
使
い
方
を
す
る
政
治
に
転
換
す
る
と
き

で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
6
年
5
月
24
日　

衆
議
院
議
員　

い
な
と
み
修
二

「
減
税
は
ア
ピ
ー
ル
、増
税
は
ス
テ
ル
ス
」の

岸
田
政
権
。


